
安曇野市消防団火災出動計画（第２出動詳細）

令和３年７月１日現在
ブロック 分団 部 行政区 必要に応じて出動する分団・部

第１部 明科、大足

第２部 町、宮中

第４部 光

第７分団 第１部 潮、木戸、上生野、潮沢

第１部 上押野、下押野

第２部 荻原、塩川原

第３部 南陸郷

第１部 岩原、倉田、上堀 第12分団第１、２部（車両２台）

第２部 中堀、下堀、扇町 第２分団第１、２部（車両２台）

第３部 小田多井、田尻、田多井 第14分団第１部、15分団第２部（車両２台）

第14分団 第１部 北小倉、南小倉、東小倉、室町 13分団第１部、第３部（車両２台）

第１部 野沢、上長尾、下長尾 第１分団第１部、第３分団第１部（車両２台）

第２部 楡、住吉 第13分団第２、３部（車両２台）

第１部 七日市場、一日市場、二木 第１分団第１部、第３分団第１部（車両２台）

第２部 及木、中萱 第１分団第１部、第３分団第１部（車両２台）

※　必要に応じて出動する分団・部の考えかた

１ 各詰所から第２、４、５ブロック管轄へ出動した場合の主要道路ポイントまでの走行距離で順位付け。

２　将来的には分団の枠を取り払い、第２出動に限らず第１出動から直近詰所の各部単位での出動にしたい。

　　例：堀金中堀で建物火災発生。第１出動：13－２、13－１、２－１、16-２、第２出動：２－２、13－３、12－３

３　第２出動要請及び出動キャンセルはメールでの発信のみとしているが、初動体制を早めるために団長命を受けた事務担当から

　　各分団長へ、メールに先行して携帯電話で要請連絡する。（メール配信は継続）
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